
 

 

長 崎 県 建 設 工 事 成 績 評 定 点 通 知 実 施 要 領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、建設工事の工事成績評定点（以下「評定点」という。）の通知に関

する事項を定めることにより、工事の適正かつ能率的な施工を確保し、工事に関する技

術水準の向上に資するとともに、工事の品質の確保を図ることを目的とする。 

 

 （対象工事） 

第２条 評定点通知の対象とする工事は、当分の間、請負額５００万円以上の工事とする。 

 

 （評定点の通知） 

第３条 契約担任者は、完成検査後及び債務負担行為対象工事の年度末既済部分検査後、

すみやかに当該工事の請負者に工事成績評定通知書（様式第１号）及び工事成績評定書

（様式第２号）により通知するものとする。 

なお、債務負担行為対象工事の完成検査後は、完成検査及び最終評定を通知するもの

とする。 

また、再評定を行った場合は、工事成績再評定通知書（様式第５号）及び工事成績再

評定書（様式第６号）により通知するものとする。 

 

 （説明請求） 

第４条 前条の通知を受けた者は、通知を受けた日から１４日以内（休日を含む）に評定

点について説明を求めることができるものとする。 

２ 前項の規定により説明を求める場合は、工事成績評定結果説明資料請求書（様式第３

号）によるもとする。 

 

 （説明請求の提出） 

第５条 前条に規定する工事成績評定結果説明資料請求書の提出先は、検査指導幹（ただ

し、本庁建築課及び住宅課にあっては各課長）とする。 

 

 （説明請求に対する回答） 

第６条 契約担任者は、評定点について請負者から説明を求められた場合、工事成績評定

結果説明資料請求に関する回答（様式第４号）より回答するものとする。 

２ 契約担任者は、前項の回答をする場合、工事成績評定評価委員会に意見を求めること

ができる。 

３ 前項の工事成績評定評価委員会は、別に定める基準に従い、各地方機関及び本庁建築

課、住宅課に設置するものとする。 

 

   附  則 

 この要領は、平成１０年４月１日から適用する。 

  この要領は、平成１３年１月１日から適用する。（一部改正） 

 この要領は、平成１６年４月１日から適用する。（一部改正） 

 この要領は、平成１８年４月１日から適用する。（一部改正） 

 この要領は、平成２０年２月１日から適用する。（一部改正） 

 この要領は、平成２０年４月１日から適用する。（一部改正） 

 この要領は、平成２１年４月１日から適用する。（一部改正） 



 

 

様式第１号 

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

契約の相手方 

  名称 

  代表者氏名        様 

 

 

 

契約担任者名        

 

 

 

 貴社が受注した工事について、工事成績評定指針に基づき評定した結果を通知します。 

 なお、評定の結果に疑義があるときは、その疑義の旨を付して、この通知を受けた日か

ら１４日（休日を含む）以内に書面により、説明を求めることができます。 

 疑義の旨に対する説明は、書面により郵送しますので宛名を記入した返信用封筒を同封

してください。 

 

 

 

記 

 

  １  工 事 番 号 

 ２ 工 事 名 

 ３ 工 事 場 所 

 ４ 工 期 

 ５ 評 定 点           点（評定点内訳は、様式第２号のとおり） 

  ６  書面の提出先   検査指導幹 

 ７ 評定点の種類 

 

 

 

注） 債務負担行為対象工事の場合は、下記の評定点種類を記入すること。 

最終評定・完成検査・年度末既済部分検査 



 

 

様式第２号 

 

                                              検査年月日：平成 年 月 日 

 

 

工 事 番 号              

工 事 名              

工 事 場 所              

評定点種類              

 

 

 

工 事 成 績 評 定 書 

評 価 項 目 細  別 評定点 ／ 満点 

Ⅰ 施工体制一般    ／ ３．２点 １．施工体制 

Ⅱ 配置技術者    ／ ３．８点 

Ⅰ 施工管理    ／１１．７点 

Ⅱ 工程管理    ／ ９．３点 

Ⅲ 安全対策    ／１０．７点 

２．施工状況 

Ⅳ 対外関係    ／ ３．４点 

Ⅰ 出来形    ／１３．９点 

Ⅱ 品 質    ／１５．９点 

３．出来形 

及び 

出来ばえ Ⅲ 出来ばえ    ／ ８．５点 

４．高度技術（加点のみ） Ⅰ 高度技術力    ／ ７．８点 

５．創意工夫（加点のみ） Ⅰ 創意工夫    ／ ５．４点 

６．社会性等（加点のみ） Ⅰ 地域への貢献等    ／ ６．４点 

７．法令遵守等（減点のみ）      

評定点合計     ／ １００点 

 

注） 債務負担行為対象工事の場合は、下記の評定点種類を記入すること。 

最終評定・完成検査・年度末既済部分検査 



 

 

様式第３号 

 

工 事 成 績 評 定 結 果 説 明 資 料 請 求 書 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

                 様 

 

 

 

              住    所 

              商号又は名称 

              代 表 者 指 名                印 

 

 

 

 自社が受注した工事について、工事成績評定の検査項目等内容について、御説明願いま 

 

す。 

 

 

 

記 

 

 

１ 工 事 名 ： 

 

２ 工 事 場 所      ： 

 

３ 事業担当課 ： 

 

４ 評定点種類 ： 

 

５ そ の 他      

 

 

 

注） 通知された工事成績評定通知書及び工事成績評定書に、評定点種類が 

記入されていた場合には、その評定点種類を記入して下さい。 

 



 

 

様式第４号 

平成  年  月  日 

 

契約の相手方 

  名称 

  代表者氏名        様 

 

契約担任者名        

 

工事成績評定結果説明資料請求に関する回答 

 

 貴社受注工事の平成  年  月  日付説明資料請求に対して下記のとおり回答しま

す。 

 

記 

 

  工 事 名：         工 事 

評定点種類： 

評 定 考 査 項 目 判定 所              見 

１．施工体制   

Ⅰ 施工体制一般    

Ⅱ 配置技術者   

２．施工状況   

Ⅰ 施工管理   

Ⅱ 工程管理   

Ⅲ 安全対策   

 

Ⅳ 対外関係   

３．出来形及び出来ばえ   

Ⅰ 出来形   

Ⅱ 品 質   

 

Ⅲ 出来ばえ   

４．高度技術   

 Ⅰ 高度技術力   

５．創意工夫   

 Ⅰ 創意工夫   

６．社会性等   

 Ⅰ 地域への貢献等   

７．法令遵守等 －  

                                                  ※尚、基準点は６５点です。 

注） 債務負担行為対象工事の場合は下記の評定点種類を記入すること。 

最終評定・完成検査・年度末既済部分検査 



 

 

様式第５号 

 

工事成績再評定通知書 

 

平成  年  月  日 

 

 

契約の相手方 

  名称 

  代表者氏名        様 

 

 

契約担任者名       

 

 

 

 貴社が受注した工事について、工事成績評定指針に基づき再評定した結果を通知します。 

 なお、評定の結果に疑義があるときは、その疑義の旨を付して、この通知を受けた日か

ら１４日（休日を含む）以内に書面により、説明を求めることができます。 

 疑義の旨に対する説明は、書面により郵送しますので宛名を記入した返信用封筒を同封

してください。 

 

 

記 

 

  １  工 事 番 号 

 ２ 工 事 名 

 ３ 工 事 場 所 

 ４ 工 期 

 ５ 評 定 点          点（評定点内訳は、様式第６号のとおり） 

  ６  書面の提出先  検査指導幹 

 ７ 評定点の種類 

 

 

 

注） 債務負担行為対象工事の場合は、下記の評定点種類を記入すること。 

最終評定・完成検査・年度末既済部分検査 



 

 

様式第６号 

                                              検査年月日：平成 年 月 日 

 

工 事 番 号              

工 事 名              

工 事 場 所              

評定点種類              

 

 

工 事 成 績 再 評 定 書 

評 価 項 目 細  別 評定点 ／ 満点 

Ⅰ 施工体制一般    ／ ３．２点 １．施工体制 

Ⅱ 配置技術者    ／ ３．８点 

Ⅰ 施工管理    ／１１．７点 

Ⅱ 工程管理    ／ ９．３点 

Ⅲ 安全対策    ／１０．７点 

２．施工状況 

Ⅳ 対外関係    ／ ３．４点 

Ⅰ 出来形    ／１３．９点 

Ⅱ 品 質    ／１５．９点 

３．出来形 

及び 

出来ばえ Ⅲ 出来ばえ    ／ ８．５点 

４．高度技術（加点のみ） Ⅰ 高度技術力    ／ ７．８点 

５．創意工夫（加点のみ） Ⅰ 創意工夫    ／ ５．４点 

６．社会性等（加点のみ） Ⅰ 地域への貢献等    ／ ６．４点 

７．法令遵守等（減点のみ）      

評定点合計     ／ １００点 

 

注） 債務負担行為対象工事の場合は、下記の評定点種類を記入すること。 

最終評定・完成検査・年度末既済部分検査 



 

- 1 -

  別紙－２ 

債債債務務務負負負担担担行行行為為為工工工事事事ののの評評評定定定通通通知知知方方方法法法にににつつついいいててて   

 

評定方法 （ケース１：３年債務負担行為の工事の場合） 

初年度 （債務負担行為工事支払限度額既済部分検査） 

    （監督員＋主任監督員）×０．４＋担当課長等×０．２＋検査職員×０．４＝ ① 

① ＋法令遵守等＝既済部分検査評定点②         ……………② 評定通知 

   

  次年度  （債務負担行為工事支払限度額既済部分検査） 

    （監督員＋主任監督員）×０．４＋担当課長等×０．２＋検査職員×０．４＝ ③ 

③ ＋法令遵守等＝既済部分検査評定点④         ……………④ 評定通知 

   

  次々年度 （債務負担行為工事完成検査） 

    （監督員＋主任監督員）×０．４＋担当課長等×０．２＋検査職員×０．４＝ ⑤ 

⑤ ＋法令遵守等＝完成検査評定点⑥            ……………⑥  評定通知 

    

【評定点の確定】評定通知 

                                  （①＋③） 

  評定点⑦＝既済部分評定点の平均点 ２ ×４割＋完成検査評定点⑤×６割 

 

最終評定点＝評定点⑦＋法令遵守等  

注）法令遵守等は、減点評価のみ。 

 

評定方法 （ケース２：２年債務負担行為の工事の場合） 

  初年度 （債務負担行為工事支払限度額既済部分検査） 

    （監督員＋主任監督員）×０．４＋担当課長等×０．２＋検査職員×０．４＝ ① 

① ＋法令遵守等＝既済部分検査評定点②          ……………② 評定通知 

   

  次年度 （債務負担行為工事完成検査） 

   （監督員＋主任監督員）×０．４＋担当課長等×０．２＋検査職員×０．４＝ ③ 

③ ＋法令遵守等＝既済部分検査評定点④          ……………④ 評定通知 

 

  【評定点の確定】評定通知 

  評定点⑤＝既済部分評定点①×４割＋完成検査評定点③×６割 

 

最終評定点＝評定点⑤＋法令遵守等 

注）法令遵守等は、減点評価のみ。 




